
ウクライナ情勢・原油価格上昇等に関する特別相談窓口 開設中 
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高浜市商工会会員数＝９５５事業所（令和４年９月１６日現在） 

 

発行/高浜市商工会 

〒444-1333 
愛知県高浜市沢渡町 4-6-2 
TEL（0566）53-1827 
FAX（0566）53-5661 

HP:https://www.takahama-shokokai.com 
E-mail:takahamaskk@katch.ne.jp 

 

会費納入のお願い 

平素は、当商工会の事業活動に対しまして深いご理解とご協力を賜り心から厚くお礼申し上げます。商工会費

（令和４年度後期分）を１１月３０日に、口座振替、または、納付書にて請求させていただきます。口座振替に
変更をご希望の方は、高浜市商工会（☎0566-53-1827）までご連絡いただきますようお願いいたします。また、
代表者変更や、住所変更等ありましたら、ご連絡をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高浜市商工会報】 

〇商工会は税務、経理を的確にサポートします。 
持続化給付金、融資相談等で売上帳など財務諸表の提出を求められる機会が増えております。商工会では個人事

業者に代わって、財務諸表や決算書をコンピューターで作成し、データーをもとに経営改善の提案、節税対策のア

ドバイス、確定申告のお手伝いをします。正確な記帳を求められる、消費税インボイス制度も始まります。 

手数料等につきましては商工会までお問い合わせください。 

○記帳継続指導  
毎月 1 回、商工会に手書きの帳簿類、または自主会計ソフトを持参していただき、税理士会から推薦され

た税理士が記帳の仕方から決算まで丁寧に指導します。（指導期間：原則１年） 

○記帳機械化指導（パソコン会計） 
1 ヶ月分の取引の記録（出納帳、振替帳など）を持参していただき、その伝票を確認し、商工会にてパソ

コン会計処理をします。（指導期間：お申し出がない限り毎年継続になります） 

※費用等詳細に関しては高浜市商工会（０５６６－５３－１８２７）までお問い合わせください。 

※対象者は小規模事業者に限ります。（所得について条件があります） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルスに関する中小企業支援対策特別相談窓口・電子申請相談窓口 開設中 


